
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
廃

棄
物 

発
令 

 

：
昭
和
52
年
８
月
26
日
環
境
庁
告
示
第
36
号 

最
終
改
正
：
平
成
17
年
５
月
16
日
環
境
省
告
示
第
40
号 

改
正
内
容
：
平
成
17
年
５
月
16
日
環
境
省
告
示
第
40
号
［
平
成
17
年
５
月

19
日
］ 

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ

き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
廃
棄
物 

〔
昭
和
五
十
二
年
八
月
二
十
六
日
環
境
庁
告
示
第
三
十
六
号
〕 

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
〔
現
行
＝
海
洋
汚
染

等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
＝
平
成
一
六
年
九
月
政
令
二

九
三
号
に
よ
り
題
名
改
正
〕
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
五
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
廃
棄
物
を
次
の
と
お

り
定
め
、
昭
和
五
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
廃
棄
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
(1)
に

規
定
す
る
自
動
車
等
破
砕
物
（
以
下
「
自
動
車
等
破
砕
物
」
と
い

う
。
）
、
同
号
イ
(1)
に
規
定
す
る
廃
プ
リ
ン
ト
配
線
板
及
び
同
号
イ
(1)

に
規
定
す
る
廃
容
器
包
装
（
以
下
「
廃
容
器
包
装
」
と
い
う
。
）
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
） 

二 

ゴ
ム
く
ず 

三 

ガ
ラ
ス
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
（
自
動
車
等
破
砕
物
、
廃
ブ
ラ
ウ
ン
管

（
側
面
部
に
限
る
。
）
、
廃
石
膏
（
こ
う
）
ボ
ー
ド
及
び
廃
容
器
包
装
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
（
工
作
物
の
新
築
、

改
築
又
は
除
去
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
） 

四 

工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
つ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト

又
は
無
機
性
の
固
形
状
の
も
の
に
限
る
。
） 

前 

文
〔
抄
〕
〔
平
成
七
年
三
月
三
〇
日
環
境
庁
告
示
第
二
五
号
〕 

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

前 

文
〔
抄
〕
〔
平
成
一
〇
年
六
月
一
六
日
環
境
庁
告
示
第
三
五
号
〕 

平
成
十
年
六
月
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。 

前 

文
〔
抄
〕
〔
平
成
一
二
年
一
二
月
一
四
日
環
境
庁
告
示
第
七
八
号
〕 

平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
適
用
す
る
。 

前 

文
〔
抄
〕
〔
平
成
一
四
年
一
月
二
九
日
環
境
省
告
示
第
一
号
〕 

平
成
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

前 

文
〔
抄
〕
〔
平
成
一
七
年
五
月
一
六
日
環
境
省
告
示
第
四
〇
号
〕 

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
〔
平
成
一
七
年
五
月
一
九
日
〕
か
ら
適
用
す
る
。 


